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指定管理者候補者の選定結果について 

中央区地域課所管の９つのコミュニティセンター及びコミュニティハウスについて，施設

の設置目的をより効果的・効率的に達成するため，以下のとおり指定管理者候補者を選定し

ました。 

選定理由等 

施設の概要 

上記は，市内に設置されたコミュニティセンター及びコミュニティハウス

のうち中央区地域課所管分の９施設です。地域住民の連帯感を高め，住みよ

い地域社会づくりの推進に資することを目的とし，会議室やホール等の諸室

が設置されています。 

施設名及び所在地 指定管理者（候補者） 

新潟市北部総合コミュニティセンター 

 新潟市中央区稲荷町３５１１番地１ 

北部総合コミュニティセンター管理運営委員会 

代表者 会長 田村 幸夫 

住 所 新潟市中央区稲荷町３５１１番地１ 

新潟市東新潟コミュニティセンター 

 新潟市中央区東万代町９番１号 

東新潟コミュニティセンター管理運営委員会 

代表者 会長 櫻井 壹榮 

住 所 新潟市中央区東万代町９番１号 

新潟市駅南コミュニティセンター 

 新潟市中央区米山４丁目１２番２０号 

駅南コミュニティセンター管理運営委員会 

代表者 会長 渡部 一成 

住 所 新潟市中央区米山４丁目１２番２０号 

新潟市白新コミュニティハウス 

 新潟市中央区白山浦２丁目１８０番地３ 

鏡淵小学校区コミュニティ協議会 

代表者 会長 川端 弘実 

住 所 新潟市中央区白山浦２丁目１８０番地３ 

新潟市関屋コミュニティハウス 

 新潟市中央区関屋田町４丁目５６６番地１ 

関屋コミュニティハウス管理運営委員会 

代表者 会長 田中 秀明 

住 所 新潟市中央区関屋田町４丁目５６６番地１ 

新潟市寄居コミュニティハウス 

 新潟市中央区西大畑町６１７番地 

新潟地区コミュニティ協議会 

代表者 会長 花輪 英夫 

住 所 新潟市中央区西大畑町６１７番地 

新潟市上山コミュニティハウス 

 新潟市中央区網川原２丁目１番１５号 

上山コミュニティハウス管理運営委員会 

代表者 会長 阿部 洋一 

住 所 新潟市中央区網川原２丁目１番１５号 

新潟市二葉コミュニティハウス 

 新潟市中央区古町通１３番町５１４８番地２ 

二葉コミュニティハウス管理運営委員会 

代表者 会長 曽我 文夫 

住 所 新潟市中央区古町通１３番町５１４８番地２

新潟市白山コミュニティハウス 

 新潟市中央区本町通１番町１６８番地２ 

白山コミュニティハウス管理運営委員会 

代表者 会長 三崎  晋 

住 所 新潟市中央区本町通１番町１６８番地２ 

総務常任委員会 
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指定期間（予定） 令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

募集形態 非公募 

指定管理者 

申請者 

評価会議 

委員 斎木 久雄 （斎木社会保険労務士事務所 代表） 

委員 高橋 誠一 （入舟地区コミュニティ協議会 副会長／赤坂町１丁目

自治会 会長） 

委員 藤瀬 竜子 （新潟青陵大学福祉心理学部 准教授） 

委員 松山 由美子（特定非営利活動法人はっぴぃmama応援団 代表理事）

※（ ）内は主な役職 

選定基準・評価項

目 

Ⅰ 選定基準・評価項目 

 １ 施設の平等利用の確保 

   ・団体について ・施設の管理方法 

 ２ 施設の効用を最大限に発揮し、管理経費の縮減が図られる 

・事業提案内容    ・サービス向上に向けた取組 

・要望や苦情への対応 ・稼働率アップへの取組 

・予算の範囲内での適正な執行 

 ３ 事業計画に沿った管理を安定して行う能力 

・従事者の雇用・労働条件 

・地域貢献活動の実績 

・安全確保・災害時の対応 

・個人情報保護の取組・関係法令の遵守 

・ワーク・ライフ・バランス等を推進する取組 

 ４ 総合評価 

Ⅱ 評価 

   適・否で評価（個別項目・総合評価） 

評価会議におけ

る評価 

新潟市中央区コミュニティセンター等指定管理者申請者評価会議におい

て，申請者から提出された事業計画書等の資料に基づき評価を行い，申請の

あった９団体について「適」と評価されました。 

選定理由 

評価会議における評価結果をもとに所管部署で検討した結果，申請者が指

定管理者としての業務遂行能力を有することから，指定管理者候補者に選定

することとしました。 

スケジュール 

評価会議（第１回）              令和２年９月 ４日 

指定管理者申請案内        令和２年９月１８日 

指定申請書の受付        令和２年９月２３日～１０月８日 

評価会議委員への申請書類送付  令和２年１０月 ９日 

評価会議（第２回）              令和２年１０月２０日 

今後，市議会の議決を経て指定管理者に指定されます。 

所管部署 

（問い合わせ先）

中央区役所地域課 地域振興担当 

電話：０２５－２２３－７０２５（直通） 

Ｅ－mail ： chiiki.c@city.niigata.lg.jp



【別表】中央区コミュニティセンター・コミュニティハウス（選定基準・評価結果）

北部 東新潟 駅南 白新 関屋 寄居 上山 二葉 白山

○施設の平等利用の確保

団体について
地域に密着した団体であるか。
新潟市のコミュニティ施策につ
いて理解しているか。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

施設の管理方法
事業計画書に定める施設の管理
方法は適切か。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

○施設の効用を最大限に発揮し、管理経費の縮減が図られる

事業提案内容
事業計画が具体的で実現可能な
内容か。施設や地域にとって有
効な事業が計画されているか。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

サービス向上に
向けた取組

サービス向上に向けた具体的な
取組が提案されているか。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

要望や苦情への
対応

施設に対する要望や苦情を受け
るための仕組みが提案されてい
るか。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

稼働率アップへ
の取組

施設の稼働率アップに対する取
組が具体的か。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

予算の範囲内で
の適正な執行

予算の範囲内での適正な執行が
見込まれるか。経費削減の取組
が具体的に提案されているか。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

○事業計画に沿った管理を安定して行う能力

従事者の雇用・
労働条件

施設の管理運営に必要な人材・
人数が適正に見込まれている
か。雇用・労働条件は適切か。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

地域貢献活動の
実績

地域活動への参加などの取組が
提示されているか。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

安全確保・災害
時の対応

利用者の安全確保のための対応
が提示されているか。災害時の
マニュアル等が整備されている
か。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

個人情報保護の
取組・関係法令
の遵守

個人情報保護のマニュアル等が
整備されているか。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

ワーク・ライ
フ・バランス等
を推進する取組

男女がともに働きやすい職場環
境づくりや女性の登用などに取
り組んでいるか。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

指定申請全体を見て総合的に評
価を行う。

適 適 適 適 適 適 適 適 適

※評価会議の委員４名が全ての項目について適と評価。

3

選定基準・評価項目 評価の内容
評価（適否）

総合評価

評
価
項
目

評
価
項
目

評
価
項
目
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【参考】現指定管理期間の評価（平成３１年４月～令和３年３月） 

施設名 指定管理者 総評

北部総合コミュニ

ティセンター

北部総合コミュニティ

センター管理運営委員

会

北部総合コミュニティセンターは体育館な

どの多様な貸室と連絡所などの公共施設を複

合した大規模な施設であり，年間を通じて多

くの方に利用されている。

建物は築後50年以上が経過し，老朽化が進

んでいたことから，令和元年7月に移転整備を

行ったが，移転後も柔軟に対応し，適切に管

理運営を行っている。

大きな施設を生かした自主事業を実施し，

利用団体や地域住民から多くの参加がある。

地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。

東新潟コミュニテ

ィセンター

東新潟コミュニティセ

ンター管理運営委員会

東新潟コミュニティセンターは万代市民会

館内に併設されている。施設全体の管理者で

ある万代市民会館をはじめ，館内の各施設と

定期的に情報交換を行いながら，適切に管理

運営を行っている。

部会ごとに多彩な事業を実施しているう

え，併設施設や地域団体の事業にも積極的に

協力している。

地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。

駅南コミュニティ

センター

駅南コミュニティセン

ター管理運営委員会

併設の老人憩いの家やひまわりクラブと連

絡調整し，円滑に施設運営を行っている。

利用者ニーズの把握に努め，可能な限りサ

ービスに反映させており，稼働率は市内のコ

ミュニティセンターのなかでも高い数字とな

っている。

地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。

白新コミュニティ

ハウス

鏡淵小学校区コミュニ

ティ協議会

白新コミュニティハウスは地元コミ協であ

る鏡淵小学校区コミュニティ協議会が指定管

理者を務め，地域に密着した運営をしている。

利用者の声によく耳を傾け，良好なサービ

スを提供している。また様々なコミ協事業の

拠点として活発に利用されている。

地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。
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関屋コミュニティ

ハウス

関屋コミュニティハウ

ス管理運営委員会

関屋コミュニティハウスは，老人憩いのフ

ロアーなどが併設されており，高齢利用者へ

の対応や入浴施設の管理には留意が必要とな

るが，定期的な施設の点検や利用者への気配

りにより，安全かつ快適なサービスを提供し

ている。

また，地域サロンの活動団体に協力し，地

域の交流の場として活用されている。

地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。

寄居コミュニティ

ハウス

新潟地区コミュニティ

協議会

寄居コミュニティハウスは地元のコミ協で

ある新潟地区コミュニティ協議会が指定管理

者を務め，地域に密着した運営をしている。

 建物の老朽化への対応など施設管理には負

担がかかるが，問題なく管理されており，地

域の活動にも積極的に協力している。

 地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。

上山コミュニティ

ハウス

上山コミュニティハウ

ス管理運営委員会

意見箱の設置や利用者アンケート，定期利

用代表者会議の開催など利用者からの意見聴

取の場を多く設け，サービスの向上に取り組

んでいる。稼働率は市内のコミュニティハウ

スのなかでも高い数字となっている。

 地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。

二葉コミュニティ

ハウス

二葉コミュニティハウ

ス管理運営委員会

 併設のワークセンター日和山と連絡調整し

ながら，円滑に施設管理を行っている。また，

地域コミュニティ協議会などの地域団体の事

業に協力し，地域に還元する事業を多数実施

している。

 地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。

白山コミュニティ

ハウス

白山コミュニティハウ

ス管理運営委員会

併設のデイサービスセンターと密に情報交

換をしながら，円滑に管理運営を行っている。

また，利用者からの意見聴取や管理者内の情

報共有を適切に行い，良好なサービスを提供

している。

 地域コミュニティ活動の拠点施設としての

役割を果たしており，指定管理者として優良

と評価する。
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指定管理者申請者事業計画書概要一覧 

施設名 新潟市北部総合コミュニティセンター 新潟市東新潟コミュニティセンター 

団体名 北部総合コミュニティセンター管理運営委員会 東新潟コミュニティセンター管理運営委員会 

1.団体について 

設立：S58.4.1 

組織体制：役員9名（会長以下7名、監事2名）,事務員3名 

柳都中学校区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出された

代表者により構成。 

【基本方針】 

・利用者が施設を平等に利用できるようにし、施設の有効利用と

経費節減を図り、事業計画に沿って適正に管理する。 

設立：H3.8.1 

組織体制：役員14名（会長以下13名、監事1名）,事務員4名 

万代・南万代・長嶺・沼垂各地区から選出された代表者により構成。

【基本方針】 

・各地区の連帯感と住民の健康増進に努め，コミュニティ活動の発

展，振興を図る。 

・利用者が施設を等しく利用できるようにし，事業計画に沿って適

正に管理に管理を行い，地域との交流促進を図る。 

2.施設の管理方法 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に務める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹底

⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、設

備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ報

告を行う。 

3.自主事業提案内容 

・健康教室  ・北部柔道選手権大会 

・文化祭，芸能祭，ダンスパーティー 

・広報紙「北部総合コミュニティセンターだより」発行（２回）

・男の料理教室  ・囲碁大会  ・ちぎり絵教室 

・健康に関する事業（「笑いヨガ」・「骨盤ヨガ」等） 

・広報紙「東新潟コミセン」（２回） 

4.サービス向上及び稼働

率アップに向けた取り組

み 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，年２回広報紙を発

行するなど広報活動に積極的に取り組む。 

・年３回内部研修を行い，施設の管理運営におけるスキルア

ップを目指す

・職員研修を月1回行い、施設の管理運営におけるスキル 

アップを目指す。 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，年２回広報紙の発行

やホームページを運用するなど広報活動に積極的に取り組む。 

5.要望や苦情への対応 
・意見箱の設置 

・利用者懇談会を年1回実施 

・意見箱の設置 

・利用者アンケートを随時実施 

6.予算の範囲内での適正 

・必要の無い箇所の消灯 

・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

・必要の無い箇所の消灯 

・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

7.安全確保・災害時の対応
・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

8.地域貢献活動 

・入舟・栄コミュニティ協議会の活動への施設提供 

・避難訓練等を近隣の福祉施設と合同で行い、地域防災の推進 

・健康教室を実施し、地域の健康増進

・信濃川漁協とサケ稚魚放流祭を共催 

・万代クラブ主催餅つき大会手伝い 

・万代市民会館グループ展・芸能交歓会

9.従事者の雇用・労働条件

管理人3名雇用（早番2名，遅番1名勤務） 

①午前8時15分から午後3時30分 

②午後3時15分から午後9時15分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1時間あたり1,110円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入

管理人4名雇用（常時2名勤務） 

①午前9時00分から午後3時 

②午後3時00分から午後9時00分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える 

・賃金：1時間あたり昼1,010円／夜1,060円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入

10.個人情報保護の取組み ・年3回内部研修を実施 ・年1回以上内部研修を実施 

11.ワーク・ライフ・バラン

スを推進する取組み 

・管理人3名のうち，少なくとも1名は女性を雇用する。 

・管理運営にあたり，女性の視点や意見を反映していくため，連絡

調整会議を活用している。 

・管理人4名のうち，少なくとも1名は女性を雇用する。 

・管理運営にあたり，女性の視点や意見を反映していくため，連絡

調整会議を活用している。 
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施設名 新潟市駅南コミュニティセンター 新潟市白新コミュニティハウス 

団体名 駅南コミュニティセンター管理運営委員会 鏡淵小学校区コミュニティ協議会 

1.団体について 

設立：H7.12.1 

組織体制：役員5名（会長以下5名）,事務員3名 

紫竹山・笹口地区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出さ

れた代表者により構成。 

【基本方針】 

・駅南地区の連帯感と住民の健康増進に努め，コミュニティ活動

の発展，振興を図る。 

・利用者が施設を等しく利用できるようにし，事業計画に沿って

適正に管理に管理を行い，地域との交流促進を図る。 

設立：H9.8.1 

組織体制：役員5名（会長以下5名）,事務員3名 

鏡淵小学校区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出された

代表者により構成。 

【基本方針】 

・地区住民の日常生活の場である近隣の環境整備と地域の連帯感

に基づく活動を通じてコミュニティの醸成を図る。 

・利用者が施設を等しく利用できるようにし，事業計画に沿って

適正に管理に管理を行い，地域との交流促進を図る。 

2.施設の管理方法 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

3.自主事業提案内容 

・文化祭 

 （作品展示，音楽芸能発表，社交ダンス・フォークダンス，カラ

オケ発表）

・ふれあいお茶会  ・ふれあい発表会  

・健幸大学  

・広報紙「コミハウスだより」（１回） 

4.サービス向上及び稼働

率アップに向けた取組み 

・職員研修を行い、施設の管理運営におけるスキルアップを

目指す。 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，自主事業の企画，実

施や広報誌での広報活動に積極的に取り組む。 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，年１回広報紙を発

行するなど広報活動に積極的に取り組む。 

・年２回内部研修を行い，施設の管理運営におけるスキルア

ップを目指す

5.要望や苦情への対応 
・意見箱の設置 

・利用者懇談会を年1回実施 

・意見箱の設置 

・利用者懇談会を年２回実施 

6.予算の範囲内での適正 

・必要の無い箇所の消灯 

・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

・必要の無い箇所の消灯 

・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

7.安全確保・災害時の対応
・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

・災害対策マニュアル作成 

・年１回避難訓練等実施 

8.地域貢献活動 

・紫竹山小学校区コミュニティ協議会の活動に対する施設の提供 

・米山荘及び紫竹山小学校ひまわりクラブと共同で防災訓練実施 

・地域の茶の間への施設提供  ・健康づくり講座 

・新潟中央高校ダンス部・コーラス部公演 

・三世代交流新春文化フェスティバル 

9.従事者の雇用・労働条件

管理人3名雇用（常時1名勤務） 

①午前8時00分から午後2時00分 

②午前10時30分から午後4時30分 

③午後300分から午後9時00分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1時間あたり853円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入 

管理人3名雇用（常時1名勤務） 

①午前9時00分から午後3時00分 

②午後3時30分から午後9時00分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1時間あたり940円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入 

10.個人情報保護の取組み 
・内部研修を実施 ・内部研修を実施 

・書類及びデータの適切な廃棄 

11.ワーク・ライフ・バラン

スを推進する取組み 

・管理人3名のうち，できるだけ1名は女性雇用を考慮する。 

・管理運営にあたり，年 1 回以上は女性を含めた利用団体の代表

者との意見交換の場を設ける。

・管理人3名のうち，少なくとも1名は女性を雇用する。 

・管理人の仕事の効率化を図り，時間外勤務を極力少なくする。 

・有給休暇の取得を推進し，余暇を充実させ健康増進を図る。 
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施設名 新潟市関屋コミュニティハウス 新潟市寄居コミュニティハウス 

団体名 関屋コミュニティハウス管理運営委員会 新潟地区コミュニティ協議会 

1.団体について 

設立：H18.7.1 

組織体制：役員13名（会長以下13名）,事務員4名 

有明台・関屋・浜浦地区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選

出された代表者により構成。 

【基本方針】 

・各地区の連帯感と住民の健康増進に努め，コミュニティ活動の

発展，振興を図る。 

・利用者が施設を等しく利用できるようにし，事業計画に沿って

適正に管理に管理を行い，地域との交流促進を図る。 

設立：H11.10.1 

組織体制：役員22名（会長以下20名、監事2名）,事務員4名 

新潟地区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出された代表

者により構成。 

【基本方針】 

・新潟地区の連帯感と住民の健康増進に努め，コミュニティ活動

の発展，振興を図る。 

・利用者が施設を等しく利用できるようにし，事業計画に沿って

適正に管理に管理を行い，地域との交流促進を図る。 

2.施設の管理方法 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

3.自主事業提案内容 

・地域サロンの共催運営 

 「浜浦ひなたぼっこの会」，「関屋新町健笑会」 

「座・サロン・いずみ亭」 

・広報紙「コミュニティ関屋」（２回）  

・ミニコンサート 

・高齢者とのふれあい事業 

・新潟大学教育学部附属新潟小学校との共催 

・広報紙「新潟地区コミ協だより」（１回）

4.サービス向上及び稼働

率アップに向けた取組み 

・管理人ミーティングを行い、施設の管理運営におけるスキ

ルアップを目指す。 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，自主事業の企画，実

施や年２回広報誌での広報活動に積極的に取り組む。 

・職員研修を行い、施設の管理運営におけるスキルアップを

目指す。 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，自主事業の企画，実

施や広報誌での広報活動に積極的に取り組む。 

5.要望や苦情への対応 ・意見箱の設置  ・利用者懇談会を年1回実施 ・意見箱の設置  ・利用者懇談会を年1回実施 

6.予算の範囲内での適正 
・必要の無い箇所の消灯  ・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

・必要の無い箇所の消灯  ・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

7.安全確保・災害時の対応
・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

8.地域貢献活動 

・コミュニティ協議会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議

会、自治会の活動に対する施設提供 

・共催事業である地域のサロンへの施設提供 

・新潟市立新潟小学校，新潟大学教育学部附属小学校との共催事

業実施による学校活動への協力 

9.従事者の雇用・労働条件

管理人5名雇用（常時1～2名勤務） 

①午前8時30分から午後3時30分 

②午後12時00分から午後5時00分 

③午後3時30分から午後9時30分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1時間あたり950円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入 

管理人4名雇用（常時1名勤務） 

①午前8時30分から午後3時00分 

②午前10時00分から午後4時30分 

③午後4時00分から午後9時00分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1時間あたり880円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入 

10.個人情報保護の取組み ・内部研修を実施 ・年１回内部研修を実施 

11.ワーク・ライフ・バラン

スを推進する取組み 

・管理人5名のうち，少なくとも1名は女性を雇用する。 

・3 交代制の中で，管理人の生活時間との調整が図れるよう，毎

月，勤務日と時間帯を調整し，勤務シフトを組んでいる 

・管理人4名のうち，少なくとも1名は女性を雇用する。 

・管理運営にあたり，女性の視点や意見を反映していくため，年1

回以上は女性のコミ協関係者を交えた意見交換を行う。  
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施設名 新潟市上山コミュニティハウス 新潟市二葉コミュニティハウス 

団体名 上山コミュニティハウス管理運営委員会 二葉コミュニティハウス管理運営委員会 

1.団体について 

設立：H14.4.1 

組織体制：役員4名（会長以下4名）,事務員4名 

上山中学校区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出された

代表者により構成。 

【基本方針】 

・上山中学校区の連帯感と住民の健康増進に努め，コミュニティ

活動の発展，振興を図る。 

・利用者が施設を等しく利用できるようにし，事業計画に沿って

適正に管理に管理を行い，地域との交流促進を図る。 

設立：H14.10.14 

組織体制：役員10名（会長以下8名、監事2名）,事務員3名 

新潟柳都中学校区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出さ

れた代表者により構成。 

【基本方針】 

・新潟柳都中学校区の連帯感と住民の健康増進に努め，コミュニ

ティ活動の発展，振興を図る。 

・利用者が施設を等しく利用できるようにし，事業計画に沿って

適正に管理に管理を行い，地域との交流促進を図る。 

2.施設の管理方法 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

3.自主事業提案内容 
・講演会（防犯・防災など）の実施 

・新潟市地域包括支援ハウス姥ヶ山出張相談会の共催実施 

・日和山まつり 

・ジョイフルコンサート 

4.サービス向上及び稼働

率アップに向けた取組み 

・職員研修を行い、施設の管理運営におけるスキルアップを

目指す。 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，自主事業の企画，実

施や広報誌での広報活動に積極的に取り組む。 

・職員研修を行い、施設の管理運営におけるスキルアップを

目指す。 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，自主事業の企画，実

施や広報誌での広報活動に積極的に取り組む。 

5.要望や苦情への対応 

・意見箱の設置 

・利用者アンケートを年2回実施 

・管理運営会議を月1回実施 

・利用者アンケートを実施 

・利用者懇談会を年1回実施 

6.予算の範囲内での適正 
・必要の無い箇所の消灯  ・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

・必要の無い箇所の消灯  ・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

7.安全確保・災害時の対応
・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

8.地域貢献活動 

・新潟市地域包括支援ハウス姥ヶ山と出張相談会事業共催 

・鳥屋野校区・上山校区自治会と連携し，防災講演会を実施、

・湊，豊照地区コミュニティ協議会の活動に対する施設の提供 

・湊・豊照地区コミュニティ協議会と事業を共催 

・中央福祉会・ワークセンター日和山・利用者と共同で防災訓練を 

実施 

9.従事者の雇用・労働条件

管理人4名雇用（常時1名勤務） 

①午前8時30分から午後3時00分 

②午後2時30分から午後9時30分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1時間あたり942円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入 

管理人3名雇用（常時2名勤務） 

①午前8時30分から午後3時30分 

②午後2時30分から午後9時30分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：7,230円（日給） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入 

10.個人情報保護の取組み ・年1回内部研修を実施 ・年1回内部研修を実施 

11.ワーク・ライフ・バラン

スを推進する取組み 

・管理人4名のうち，少なくとも1名は女性を雇用する。 

・業務の見直しを行い，効率化を図り，残業を削減する。 

・有給休暇100%取得に向け業務の標準化とマニュアル化を行う。 

・管理人3名のうち，少なくとも1名は女性を雇用する。 

・管理運営にあたり，女性の視点や意見を反映していくため，年1

回以上は女性のコミ協関係者，利用者を交えた意見交換を行う。 
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施設名 新潟市白山コミュニティハウス 

団体名 白山コミュニティハウス管理運営委員会 

1.団体について 

設立：H12.11.28 

組織体制：役員8名（会長以下6名、監事2名）,事務員3名 

白山地区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出された代表

者により構成。 

【基本方針】 

・白山地区の連帯感と住民の健康増進に努め，コミュニティ活動

の発展，振興を図る。 

・利用者が施設を等しく利用できるようにし，事業計画に沿って

適正に管理に管理を行い，地域との交流促進を図る。 

2.施設の管理方法 

〈運営に関する業務〉 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

〈維持管理に関する業務〉 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

3.自主事業提案内容 

・発表会 （利用者団体の作品の展示、並びに成果の発表） 

・AED講習会の開催 

・広報紙「白山こみは」（２回） 

4.サービス向上及び稼働

率アップに向けた取組み 

・役員と管理人による月例会議を行い、施設の管理運営にお

けるスキルアップを目指す。 

・施設の利用者の拡大と情報発信を図るため，自主事業の企画，実

施や年２回広報誌での広報活動に積極的に取り組む。 

5.要望や苦情への対応 

・利用者アンケートを実施 

・利用者懇談会を年1回実施 

6.予算の範囲内での適正 
・必要の無い箇所の消灯  ・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

7.安全確保・災害時の対応
・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

8.地域貢献活動 
・白山校区コミュニティ協議会の会議・事業等への施設提供 

・白山校区コミュニティ協議会との共催による地域福祉の推進 

9.従事者の雇用・労働条件

管理人3名雇用（常時1名勤務） 

①午前9時00分から午後3時00分 

②午後3時00分から午後9時00分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1時間あたり900円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入 

10.個人情報保護の取組み ・年1回内部研修を実施 

11.ワーク・ライフ・バラン

スを推進する取組み 

・役員及び管理人会議を月1 回開催することで，職場内のコミュ

ニケーションを密に図る。 

・女性の管理人の雇用や利用者懇談会での意見聴取等により，管

理運営に女性の視点や意見を取り入れる。 



収入

北部総合コミュニティセンター 東新潟コミュニティセンター 駅南コミュニティセンター 白新コミュニティハウス 関屋コミュニティハウス 寄居コミュニティハウス 上山コミュニティハウス 二葉コミュニティハウス 白山コミュニティハウス

北部総合コミュニティセ
ンター管理運営委員会

東新潟コミュニティセン
ター管理運営委員会

駅南コミュニティセン
ター管理運営委員会

鏡淵小学校区
コミュニティ協議会

関屋コミュニティハウス
管理運営委員会

新潟地区
コミュニティ協議会

上山コミュニティハウス
管理運営委員会

二葉コミュニティハウス
管理運営委員会

白山コミュニティハウス
管理運営委員会

新潟市からの指定管理料 23,675,000 5,635,000 18,994,000 5,405,000 11,246,000 9,892,000 7,306,000 8,382,000 5,547,000

利用料金 3,000,000 1,900,000 3,240,000 1,700,000 800,000 220,000 1,700,000 1,000,000 700,000

その他 3,140,845 1,346,523 480,000 1,162,906 590,000 49,000 955,956 769,207 30,000

(その他の内繰越金) （3,040千円) （566千円) (300千円) (1,057千円) (0千円) (0千円) (543千円) (469千円) (0千円)

収入合計 29,815,845 8,881,523 22,714,000 8,267,906 12,636,000 10,161,000 9,961,956 10,151,207 6,277,000

支出

北部総合コミュニティセンター 東新潟コミュニティセンター 駅南コミュニティセンター 白新コミュニティハウス 関屋コミュニティハウス 寄居コミュニティハウス 上山コミュニティハウス 二葉コミュニティハウス 白山コミュニティハウス

北部総合コミュニティセ
ンター管理運営委員会

東新潟コミュニティセン
ター管理運営委員会

駅南コミュニティセン
ター管理運営委員会

鏡淵小学校区
コミュニティ協議会

関屋コミュニティハウス
管理運営委員会

新潟地区
コミュニティ協議会

上山コミュニティハウス
管理運営委員会

二葉コミュニティハウス
管理運営委員会

白山コミュニティハウス
管理運営委員会

人件費 10,592,000 6,511,000 7,685,000 4,822,000 5,974,000 4,616,000 5,318,000 4,898,000 4,748,000

管理費 17,413,000 186,523 13,899,000 1,247,000 5,857,000 5,310,000 3,168,000 3,999,000 1,039,000

事務費 1,130,845 1,485,000 930,000 1,270,000 684,000 216,000 1,246,000 990,000 489,940

事業費 20,000 120,000 20,000 20,000 50,000 0 20,000 40,000 0

その他 660,000 579,000 180,000 908,906 71,000 19,000 209,656 224,207 60

支出合計 29,815,845 8,881,523 22,714,000 8,267,906 12,636,000 10,161,000 9,961,656 10,151,207 6,277,000
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    指定管理者収支計画一覧


